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廃棄物処理計画対象区域

大阪湾フェニックス計画
　　　　　　　対象区域
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高野町

花園村



　長く美しい海岸線、青い海、緑豊かな山々は高野・

熊野に象徴される歴史文化を育み、私たちは遠い

昔から、物質的にも精神的にも恵まれた日常生活

を営んできました。

　しかし、近年の環境問題は、森林の荒廃や海洋

の汚染など生態系を狂わせて本県の自然環境にも

深刻な影響を及ぼしています。

　化石燃料の大量消費による地球温暖化、鉱物資

源の乱獲による枯渇等、環境の破壊は、深く静かに進行してやがては全身を

むしばむ、いわば「地球の生活習慣病」であり、人類はもとよりすべての動

植物の生命を守るためには、一日も早い根本的な治療が必要です。

　これまで私達は、自然界に求めた資源を原料あるいは燃料として使用し、

生産された製品を使用した後に、廃棄物として自然界に捨てるという一方的

な自然からの「収奪」を繰り返してきました。

　これを根底から見つめ直し、資源の循環を進めて環境への影響を最小限に

抑制し、次の世代にクリーンな自然環境を継承するために、一人一人が取り

組むべき方向を示したのが、この和歌山県廃棄物処理計画です。

　「みんなの計画」とすることを基本に、パブリックコメントを募集して策定

の段階から広く県民の皆さん方のご意見をお聞きするとともに、本県の廃棄

物に関する課題や取り組みの方向をわかりやすさを第一に取りまとめました。

　この計画を指針に、県民、事業者、NPO活動団体、行政など関係者が目標

達成を目指してそれぞれの立場で創意工夫を重ね、廃棄物の分野における「和

歌山モデル」として全国に発信されることを願ってやみません。

　平成15年３月25日

和歌山県知事　木 村 良 樹

知 事 あ い さ つ
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1計画策定の背景と目的

計画策定の背景と目的

（１）廃棄物に関し、産業廃棄物については県が「産業廃棄物処理計画」（平成11年５月）を

策定し、一般廃棄物については市町村が「一般廃棄物処理計画」を策定するとともに、市

町村の計画をもとに県が「ごみ処理広域化計画」（平成11年３月）を策定し、廃棄物の適

正処理を推進してきた。

（２）国は、平成12年を循環型社会元年とし、循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第

110号）をはじめとするリサイクル関連法を整備するとともに廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）を改正し、一般廃棄

物と産業廃棄物を併せた処理計画の策定を都道府県に義務づけた。

（３）また、国は廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な方針（平成13年環境省告示第34号。以下「国の基本方針」という。）

において、廃棄物処理の基本的な方向を示し、廃棄物の減量化等の目標を示した。

（４）本県では、計画を策定するに当たり、平成８年度からの実態の変化を把握するため、平

成12年度の実態を平成13年度に調査した。その結果、①本県の廃棄物の排出量は人口当

たり、総生産当たりで見ると全国値より高い水準にある②県内で処理施設が不足しており、

廃棄物処理のかなりの部分を県外に依存している③不法投棄等、不適正処理は増加傾向に

ある、という３つの重要な課題が明らかになった。

（５）この「和歌山県廃棄物処理計画」は、本県が抱える廃棄物に関する課題を解決するため

の基本方針、取り組みの方向、目標、施策を国の基本方針に即して定めたものであり、そ

の達成により県民の生活環境の保全、県内産業の健全な発展を目指すものである。

○計画の期間

　１．対象期間：平成14年度から平成22年度（９ヶ年）

　２．目標年次：平成22年度（中間目標年次：平成17年度）

　３．平成18年度に計画の見直しを行う

■和歌山県ごみ処理広域化計画
複数の市町村が互いに連携し、ブロック単位で、効率的で広域的なごみ処理体制を構
築するため、県が平成11年に策定した計画。県内を８ブロックに分け、それぞれ既存
施設の耐用年限に応じ計画的に施設の集約化を図ることとしている。



3解決すべき重要課題2 解決すべき重要課題

解決すべき重要課題

資源の有効利用を進める上でも、まず廃棄物の排出抑
制を進める必要がある。

課題
１
課題
１

不法投棄等の不適正処理の撲滅は
本県の豊かな自然環境を守るうえ
でも重要である。

課題
3

課題
3

課題
2

課題
2

依然として高い水準にある廃棄物排出量

■一般廃棄物の排出量の推移

■廃棄物の排出量の本県と全国の比較（平成12年）

■一般廃棄物（ごみ）処理の県域内と県域外の内訳（平成12年度） ■産業廃棄物処理の県域内と県域外の内訳（平成12年度）

■産業廃棄物の排出量の推移

不法投棄等、不適正処理の増加

■産業廃棄物の不法投棄件数 ■環境機動捜査隊発足後の事件検挙状況
　　　　　　（平成13年４月～12月）

廃棄物処理施設の不足と県外処理への依存

県民の生活環境の保全、県内産業の発展・育成
のためにも廃棄物の減量化を一層進めるとと
もに、県内処理の充実が必要である。
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一般廃棄物の不法投棄

建築廃材等の不法投棄

無許可・委託基準違反

粗大ごみの不法投棄

建築廃材等野外焼却

廃家電不法投棄

その他

廃自動車不法投棄

投棄量
件数

一般廃棄物 人口あたりの排出量

一般廃棄物
（ごみ）

県内 99％

県内
47％

県内 97％

県内
12％

県外 3％

県外
44％

汚泥の自社内
脱水等 38％

鉱さいの自社内破砕等 30％

がれき類の
破砕等 20％

その他の
自社処理 3％

県外
12％

大阪湾
フェニックス

41％

大阪湾
フェニックス

44％

県外 1％

中間処理
400千t

一般廃棄物
（ごみ）

最終処分量
76千t

産業廃棄物

中間処分量
3,608千t

産業廃棄物

最終処分量
268千t

産業廃棄物総生産あたりの排出量

汚泥、廃プラ等の
県内業者処理 6％

■大阪湾フェニックス計画
　　（大阪湾圏域広域処理場整備事業）
　近畿２府４県の広域処理対象区域から発
生する廃棄物の最終処分を大阪湾の埋立に
より行い、造成した土地を有効活用する事
業。広域臨海環境整備センター法に基づき、
近畿圏の地方自治体、港湾管理者が出資し
て昭和57年に設立された大阪湾広域臨海環
境整備センターが事業を実施している。本
県では紀北地域の19市町村が処理対象区域
となっており、和歌山下津港北港に建設さ
れている和歌山積出基地において廃棄物の
受入が行われている。



4 課題解決のための基本方針

課題解決のための基本方針

ゴミの
出ないような
商品づくり

資源採取を減らす

商品を買う・使用する
【大事に長く使用する】

壊れたり
使用しなくなる

修理して
再び使用
します

再び商品として
生まれ変わります

温水プールや
発電に使用

埋め立て

埋め立てを減らす

消費
使用

（製造や流通）

生産

県内資源循環システムの構築県内資源循環システムの構築

～資源の採取・生産・消費・再資源化に
　　　　　　　　至る資源循環の「環」の構築～

（製造や流通）

生産

資源採取資源採取

（焼却や再生）

処理
（焼却や再生）

処理

排出排出

埋立処分埋立処分熱回収熱回収

リサイクルリサイクル

再使用再使用

消費
使用

　廃棄物の排出を抑制し、次に廃棄物となったものについては不適正処理の防止その他環境

への負荷の低減に配慮しながら、再使用、再生利用、熱回収の順に出来る限り循環的な利用

を行い、排出抑制及び適正な循環的利用を徹底した上で、なお適正な利用が行われないもの

については、適正な処分を確保する。また、県内で循環することが環境保全上、あるいは経

済的に見て合理的と考えられるものについては、県内で資源として循環するシステム、すな

わち「資源循環の環」を構築することを基本方針とする。



5取り組みの方向

取り組みの方向

監視・指導・取締を強化し、不法投棄、違法保管、野焼き等の
不適正処理を撲滅する

資源化・減量化・無害化を徹底し、廃棄物の最終処分量を
低減することにより廃棄物による環境影響を限りなく低減する

循環型社会の構築を目指し、排出抑制・再使用・再生利用を
徹底した社会システムへの転換を促進する
循環型社会の構築を目指し、排出抑制・再使用・再生利用を
徹底した社会システムへの転換を促進する

廃棄物処理への負担が最小限となる循環型社会の構築を目指すこととし、排

出抑制・再使用・再生利用を徹底した社会システムへの転換を県民、事業者、

行政機関が一体となって促進する。

11

監視・指導・取締を強化し、不法投棄、違法保管、野焼き等の
不適正処理を撲滅する

廃棄物処理に対する県民の信頼を取り戻し、県内における廃棄物処理システ

ムを円滑に構築をするため、監視・指導・取締を強化し、不法投棄、違法保

管及び野焼き等の不適正処理を撲滅する。

33

資源化・減量化・無害化を徹底し、廃棄物の最終処分量を
低減することにより廃棄物による環境影響を限りなく低減する

安定的に最終処分が可能な処分場を県内に確保することが必要であるが、そ

の設置は最低限にすべきである。従って、排出された廃棄物の資源化、減量

化、無害化を徹底し、最終処分量の限りない低減を目指すという考え方で、

必要な廃棄物処理施設の確保を進める。また、し尿や生活雑排水対策につい

ては、地域の実状に応じた汚水処理施設の整備を図る。

22
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取り組み方向に基づく計画の目標

計
画
の
数
値
目
標

目標
１
目標
１ 循環型社会構築に関する県民、

　　　　　　　　　事業者意識の醸成

一般廃棄物処理の目標

目標
2

目標
2 廃棄物の排出抑   制、再使用、

　　　　　再生   利用、減量化の推進

目標
4

目標
4 不法投棄等不適正処理対策の充実

目標
5

目標
5 特別管理廃棄物   の適正な保管・

　　　　　　　　　管理・処理の推進

目標
3

目標
3 適正処理推進のための処理施設の確保

計
画
の
数
値
目
標

循環型社会の構築のためには、県民、事業者一人一人の

草の根の取り組みが重要である。本計画では循環型社会

の構築に対する県民、事業者意識の醸成を目標とする。

不適正処理は、生活環境保全上の支障を引き起こすだけ

でなく、廃棄物処理そのものに対する県民の不信感を生

み出すこととなる。本計画では不法投棄等不適正処理対

策の充実を目標とする。

循環型社会を構築する基盤として、廃棄物処理体制の構

築は必要不可欠である。本計画では、県内の廃棄物の排

出量に見合う廃棄物処理施設の確保を目標とする。

廃棄物処理に起因する諸課 題は、処分を要する廃棄物

そのものを減らすことによ り解決できるものと考えら

れる。本計画では廃棄物の 排出抑制、再使用、再生利

用、減量化の推進を目標と する。

特別管理廃棄物は、保管 ・管理・処理が適正に行わ

れないと、環境に重大な 支障を及ぼす。本計画では

特別管理廃棄物の適正な 保管・管理・処理を徹底す

ることを目標とする。

産業廃棄物処理の目標 持続的な発展が可能な社会を目指す観点から、県内企業の廃棄

物の排出抑制対策を進めることにより、経済発展や企業の新規

立地によっても排出量の総量は変わらないものとする。また本県では特に最終処分場が不足し、県外

にかなりの部分を依存していることから、資源化の促進と最終処分量の減量化を積極的に進める。

具体的には、基準年である平成12年度実績値に対し、平成22年度には排出量の増加を抑制、ほぼ横ば

いとし、再生利用率を４ポイント増加させ、最終処分量を63%減量化することを目指す。

県民、事業者、市町村の協力により排出抑制、再資源化を進める。

具体的には、基準年である平成12年度実績値に対して、平成22

年度には排出量を約７%削減し、再生利用率を14ポイント増加させ、最終処分量を50%減量化する。

埋
立 再利

用

[394]

[395]

[399]

[42]

[44]

[45]平成12年度
（実績）

平成17年度
（目標）

平成22年度
（目標）

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50（万t）
注１】（　）内は、対排出量比 注２】［　］内は、各年度の排出量である

8
（17％）

6
（14％）

最終処分量50％削減 排出量
７％削減

再生利用率14ポイント増加

4
（9％）

27
（65％）

11
（26％）

30
（67％）

8
（19％）

32
（71％）

5
（12％）

[42]

[44]

[45]

再生利用量減量化量最終処分量

平成12年度
（実績）

平成17年度
（目標）

平成22年度
（目標）

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500（万t）
注１】（　）内は、対排出量比 注２】［　］内は、各年度の排出量である

27
（7％）

最終処分量63％削減 排出量１％削減再生利用率４ポイント増加

131
（33％）

253
（64％）

247
（63％）

135
（34％）

134
（33％）

238
（60％）

[394]

[395]

[399]

再生利用量減量化量最終処分量

13
（3％）

10
（3％）

13
（3％）

10
（3％）
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目標達成のための取り組み

容器包装リサイクル法の推進

循環型社会の構築に関する県民、事業者意識の醸成

県内での廃棄物に関する取組を促進するためには、県民、事業者、行政機関が広く廃棄物

関連情報を共有し、共通の認識をもって取り組む必要がある。

循環型社会の構築に関する県民、事業者意識の醸成
■廃棄物情報の積極的な収集と提供

廃棄物リサイクル関連法に基づく施策を円滑に実施するためには、法の趣旨及び制度に対

する県民及び事業者の理解が不可欠である。

■廃棄物リサイクル関連法の周知のための啓発の実施

■各種リサイクル法の円滑な施行・取組の推進

廃棄物に関する問題は、県民の生活に密着しており、行政機関による規制や啓発活動のみで

は解決し得ない。むしろ、県民自らの課題として捉え積極的な取り組みを行う必要がある。

■NPO等民間団体の育成、自主活動への支援

廃棄物の排出抑制・減量化・再生利用の促進廃棄物の排出抑制・減量化・再生利用の促進

容器包装リサイクル法の推進

建設リサイクル法の推進建設リサイクル法の推進

家電リサイクル法の推進家電リサイクル法の推進

有機性廃棄物のリサイクル推進
　　（食品リサイクル法の推進 ）
有機性廃棄物のリサイクル推進
　　　　（食品リサイクル法の推進 ）

平成12年４月から完全施行され、市町村

が「分別収集計画」、県が「分別収集促

進計画」を策定して、容器

包装廃棄物のリサイクルを

促進しているところである

が、より一層リサイクルを

推進する必要がある。

建設業から排出されるがれき類等は、本

県の最終処分量で最大の割合を占めてい

る。さらに、今後、昭和40年代の高度成

長期に大量に建築された建築物の解体廃

棄物の大量発生が予測されるため、リサ

イクル施設等、受け皿の確保を促進し、

建設副産物の減量

化、リサイクルの

推進に取り組む必

要がある。

冷蔵庫、洗濯機、エアコン及びテレビを家電小売店

が消費者から引取り、それをメーカーがリサイクル

する家電リサイクル法は、平成13

年４月から施行された。消費者、

家電小売店、メーカー、行政機関

が連携して家電の円滑なリサイク

ルを進めていく。

食料品製造業と飲料・飼料製造業からの有機性廃棄

物の処理状況をみると、魚のあら等の動物系廃棄物

は、飼料として主に県外でリサイクルされており、

梅加工残渣等の植物系廃棄物は県内の海洋投入業者

での処理あるいは県外でリサイクルされている。

旅館、飲食店、一般家庭から排出され

る有機性廃棄物の大半が未利用である

ことから、一層、減量化・リサイクル

の推進に取り組む必要がある。
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廃棄物の再使用、再生利用を積極的に進めるためには、廃棄物の受け皿となる環境ビジネ

スの育成が不可欠である。

■環境ビジネスの育成

公共事業からは土木・建築工事の建設副産物や、上下水道事業から汚泥などが発生してい

る。また、庁舎や関連施設から事業系の廃棄物が発生しており、公共機関は民間事業者の

模範となるべく、率先して廃棄物の減量化・リサイクルに取り組む必要がある。

■公共機関における環境への配慮（グリーン購入の推進）

廃棄物の排出抑制やリサイクルを積極的に進めていくために有効な「汚染者負担の原則」

等を踏まえて廃棄物の排出者に経済的な負担を課すことは、誘導策の一つと考えられる。

■経済的手法の検討

大阪湾フェニックス計画は本県を含めた近畿２府４県195市町村が参画している事業であ

り、大阪湾に広域処分場を設置して、計画の対象地域から発生する一般廃棄物及び産業廃

棄物の最終処分を行っており、今後もその推進に努める必要がある。

（本県では、有田郡以北（野上町、美里町、金屋町、清水町を除く）の19市町村が計画対

象区域）

■大阪湾フェニックス計画の推進

県内の廃棄物処理施設は、市町村毎に多少事情は異なるものの、全般的に、ア）混合ごみ

収集が多い、イ）粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等の資源化施設が少ない、ウ）大

規模かつ近代的な処理施設が少ないなど、従来までの最終処分へ依存する処理体系が多く

見られ、早期にごみ処理広域化計画に基づく広域的な施設整備の推進が必要と考えられる。

また、県内での新たな最終処分場の確保が困難な状況にあることから最終処分物を極力発

生させない処理システムの導入が重要である。併せてサーマルリサイクル（熱回収）の導

入などにより、資源の有効利用を促進する必要がある。

■一般廃棄物の処理施設の確保

適正処理推進のための処理施設の確保適正処理推進のための処理施設の確保

■ＮＰＯ（Non Profit Organization）
不特定多数の利益の増進を目的とする任意の
ボランティア団体や市民活動団体のこと。「営
利を目的としない民間組織」と訳される。

■グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮
して、必要性をよく考え、環境への負荷がで
きるだけ少ないものを選んで購入すること。

■リサイクルプラザ・リサイクルセンター
廃棄物を回収し、資源化する施設で、不要品の補修、再生、再生品の展示
又は保管機能を有するものをリサイクルプラザといい、その機能を有しな
いものをリサイクルセンターという。

■汚染者負担の原則　PPP（Polluter Pays Principle）
生産段階で発生する環境への負荷の防止費用あるいはその除去費用を、
排出者（汚染者）である企業が負担すべきと言う考え方。

■サーマルリサイクル
再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）
をできる限り実施した後、発電や温水利用等
により熱回収を行うリサイクル。
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不法投棄等不適正処理対策の充実不法投棄等不適正処理対策の充実

■産業廃棄物の処理施設の確保

県は、平成９年から「和歌山県越境移動に関する指導要綱」に基づき「産業廃棄物を持ち込ませ

ない、なるべく持ち出さない」を方針として、事業者を指導している。県内で最終処分場が不足

している現状を鑑み、今後も要綱に基づき、処分を目的とした産業廃棄物の持ち込みを規制して

いくとともに、県内発生物の県内処理体制の構築を目指す。

なお、近畿圏で府県域を越えた広域処理体制の議論が行われており、本県も経済合理性等の視点

から、将来的な課題として広域処理の必要性について研究を行う。

■産業廃棄物の広域処理への対応

し尿や生活雑排水対策については、地域の実状に応じた、市町村等

の各設置主体による処理施設の整備を進める。

■し尿及び生活排水対策の推進

不法投棄等の不適正処理が発生した場合、事案によっては、対応の

遅れにより支障の除去が困難となる場合があるので不適正処理事案

に対しては、関係者が一体となって迅速に対応する必要がある。

■生活環境保全上の支障の除去

不法投棄等の不適正処理事案は、当然その実行者に責任が帰するべ

きものであるが、土地の管理の徹底により未然に防げる事例も多い。

土地の管理者が不法投棄を容認、あるいはその管理に重大な過失が

ある場合においては、土地の管理者も廃棄物の撤去等に関し、一定

の責任を負う必要がある。

■土地の管理者責任の徹底

排出事業者・処理業者は、事業所内での廃棄物の分別保管の徹底、

処理施設の適正な維持管理を行う。

■排出事業者・処理業者の適正処理の推進

産業廃棄物処理施設の確保は、排出事業者の責任においてなされるべきものであるが、不法投棄

や野焼き等の不適正処理事例などから、産業廃棄物処理そのもの

への県民の不信感が増大したこと、廃棄物処理法の基準強化によ

り民間の中小事業者による施設の確保が困難な状況となってきて

いること等から、県内の廃棄物処理施設が不足しており、県外処

理に多くを依存している。また、この状況は全国的な傾向である

ことから、県内で処理できる体制を確保する必要がある。

■生活排水
日常生活に伴って排出される水のことで、
炊事、入浴、洗濯などから生じる生活雑排水
とし尿（水洗トイレから出る排水等）を合わ
せたもの。

■きのくに環境モニター
市民ボランティアが廃棄物の不法投棄等のモニタリ
ング（見回り等）を行うとともに、不法投棄を発見し
た時には警察に通報する制度。和歌山県警が各警察
署ごとに委嘱している。

■環境事業団
昭和40年に設立された国の特殊法人（設立時は公害防止事業団、
平成４年に改称）で、環境保全のための種々の事業を実施してき
た。平成13年の環境事業団法の改正により、ＰＣＢ廃棄物の広域
的な処理が業務として追加された。
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■警察・行政機関・県民の連携強化による監視体制等の充実

感染性廃棄物は、医療行為等に伴って不可避に排出されるものであり、高齢化の進展により、排

出量の増加が予想されることから、これまで以上に種類、性状に応じた保管管理の徹底や、適正

処理を推進する必要がある。

■感染性廃棄物適正処理の推進

県、警察、市町村、県民が連携し、不適正処理の撲滅に関する取り組みを進める。

ＰＣＢ廃棄物は、これまで処理施設の整備が進まなかったことから、保管が長期化し、不明・紛

失が懸念されている。国では環境事業団による施設整備を全国数カ所で行って、ＰＣＢ廃棄物を

処理することとしており、現在、立地場所等の検討を行っているところである。従って、本県で

も近畿圏においてＰＣＢ処理施設が整備されるまでの間、事業者が適正に保管する必要がある。

■ＰＣＢ廃棄物対策

特別管理廃棄物の適正な保管・管理・処理の推進特別管理廃棄物の適正な保管・管理・処理の推進

和歌山県の不適正処理防止施策体系

関係機関の連携

監視パトロール

環境事犯の検挙

放置ごみの撤去

近隣府県連携

○産業廃棄物不法処理防止連絡協議会
　県、和歌山市、県警、（社）和歌山県産業廃棄物協会
○地域連絡会議（保健所単位）
　振興局、警察署、市町村

○不法投棄特別監視事業（県・和歌山市）
　警備会社に委託して、休日夜間にパトロールを実施
○きのくに環境モニター（県警）
　地域毎に県民を環境モニターとして委嘱
○環境月間行事としての陸海空パトロール
（産業廃棄物不法処理防止連絡協議会）

○環境機動捜査隊：エコポリス（県警）
　県警本部銃器薬物対策課を本部として、各警察署に捜
査員を配置

○不法投棄ごみ撤収事業（市町村）
　不法投棄された一般廃棄物のうち、民有地以外に投棄
されたものを撤去・処理

○近畿ブロック知事会等での検討
　広域的な不適正処理の発生への対応

■ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル Polychlorinated biphenyl）
化学的に安定で、耐熱性があることから、変圧器、コンデンサの電気絶縁油として
使用され、その他熱媒体、潤滑油、可塑剤等に使用された。カネミ油症として広く
知られるカネミライスオイル中毒事件（昭和43年）は米ヌカ油の精製工程で熱媒体
として使用したＰＣＢが混入したことによる。ＰＣＢには皮膚障害、肝障害を起こ
す毒性があり、環境中に放出された場合長期間分解せずに残留し、環境を汚染する
だけでなく、魚類等を通じヒトにも蓄積する恐れのある物質である。

■環境機動捜査隊（エコポリス）
産業廃棄物の不法投棄等の環境犯罪が
増加傾向にあり、さらに一度破壊され
た環境の現状回復が非常に困難である
ことから、環境犯罪の取締の徹底と迅
速な対応を目的に全国に先駆けて和歌
山県警内に設置された捜査隊。

■特別管理廃棄物
廃棄物のうち、毒性、爆発性、感
染性を有するものとして廃棄物処
理法施行令で定める廃棄物。（燃
えやすい廃油、有害物質を含む汚
泥等）
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関係者の役割・責務

再生品の活用再生品の活用

県民県民

（拡大生産者責任及び排出事業者責任に基づき事業活動を実施）

■消費者として、自らが消費を行う立場であることを自覚し、無駄な消費を

抑え、ごみを減らすようライフスタイルの見直しに努める。

■廃棄物を排出する際には適正な分別を心がけ、廃棄物のリサイクルが確実

に行われるよう積極的に行動する。

■廃棄物の処理や、リサイクルには処理費用がかかることを理解し、その費

用負担に協力する。

■産業廃棄物を排出する事業活動は自分たちの生活にも密接

に関連していることを認識し、廃棄物処理や処理施設につ

いて、その必要性、安全性等に関する情報を入手し、正し

い理解に努める。

■不適正処理を発見した場合は市町村、保健所、警察等関係

機関に通報する。

■自ら所有する土地を清潔に保ち、適正に管理するとともに、

市町村が実施する清掃活動に積極的に参加する。

事業者事業者
■「拡大生産者責任」の原則の基、製品の製造、加工、販売等に際して、そ

の製品、容器等が廃棄物となった場合の処理の困難さをあらかじめ自ら評

価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等を開発するととも

に、使用済み製品の回収や再生原材料、再生品の活用等を実施し、環境負

荷の低減に努める【生産事業者】。

■事業活動に伴って発生する廃棄物をできるだけ減量するため、材料や生産工程の見直しを積

極的に進めるとともに、排出した廃棄物については「排出事業者責任」の原則の基、自らの

責任で適正に処理する【排出事業者】。

　なお特に年間1,000トン以上の産業廃棄物を排出する多量排出事業者は廃棄物の減量化計画を

策定し、その計画に基づき廃棄物の減量化に

取り組む。

■適正処理及び再資源化のために必要な施設の

確保に努める。

■廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に

関し、県及び市町村の施策に協力する。

■産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際には、

適正処理に要する費用を負担する。

■建設・解体工事を発注する者は、工事を発注

する際、発生する廃棄物に係る処理費用を計

上し、適正処理に努める。
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（排出事業者の委託を受けて適正処理を実施）

処理業者処理業者

（一般廃棄物処理計画を策定し一般廃棄物処理事務を実施）

■許可の範囲、委託基準その他廃棄物処理法や関係法令の各種規制を遵守す

ることはもとより、適正処理技術の向上や経営基盤の強化に努める。

■排出事業者から受託した業務を的確に行えるよう組織及び施設を整備する

■排出事業者の処理業務を補完し、産業廃棄物

を適正に処理することにより、生活環境の保

全に資するという重要な役割であることを認識し、産業廃棄物

処理に関する専門家として、知識及び技術の習得に努める。

■県及び社団法人和歌山県産業廃棄物協会が実施する研修会等を

通じ、常に新しい情報の収集に努める。

■適正処理のための費用等について、排出事業者の具体的な理解

を得る。

■県及び市町村が実施する廃棄物行政に関する諸施策に協力する。

■県外で排出された産業廃棄物には、原則として受入を禁止して

いることから、搬入しないように努める。

市町村市町村
■区域内における一般廃棄物の排出抑制に関する住民の自主的な取組を促進

する等、ごみの減量化の推進に必要な施策を実施する。

■分別収集の推進及び一般廃棄物の再生利用により、一般廃棄物の循環的利

用に努める。

■処分しなければならない一般廃棄物について、中間処理及び最終処分を適

正に行う。

■自区域から排出する一般廃棄物を他の市町村の区域で処理する場合は、当該市町村との連絡

調整を適宜実施するとともに、その処理が完結するまで責任をもって対応する。

■ごみ処理広域化計画を推進し、ごみ処理施設の集約・高度化を図る。

■住民の生活環境の保全、地域の産業育成・支援の立場から中小企業が排出する産業廃棄物を

一般廃棄物と併せて処理することを検討する。

■地域住民への廃棄物関係情報の提供に努める。

■不適正処理対策を徹底し、区域内の美化に努める。

■自ら実施する事業については、十分環境に配慮する。

■事業者、県と連携し、よりよい廃棄物処理のあり

方を検討する。

■拡大生産者責任（EPR:Extended Producer Responsibility）
生産者が、自ら製造した製品が消費された後に廃棄物となった時まで
責任を負うという考え方。

■委託基準
排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際
の基準で、廃棄物処理法で規定されている。（書面契約義務等）



14 関係者の役割・責務

★循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建

設リサイクル法（再資源化等に関する部分）、グリーン購入法を所管

★廃棄物処理法に基づく許認可、指導、命令を実施

○庁内の各部局に対し、循環型社会の形成に向けた事業の実施を働きかけるとともに、各部局

が実施する施策の総合的な調整、取りまとめを行う。

○市町村が行う一般廃棄物処理に関して必要な技術的・財政的な援助を行う。

○県内の産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を

講じる。

○廃棄物の排出抑制、適正処理確保のため、県民、事業者の意識の啓発を図る。

○廃棄物処理に関する情報の提供に努め、廃棄物処理に対する県民の理解を促進する。

○事業者、市町村と連携し、県内の廃棄物処理体制を構築する。

環境生活部

★医療関係の廃棄物処理を所管

○病院・診療所における医療廃棄物の適

正処理を促進する。

○廃毒劇物関係の適正処理を促進する。

福祉保健部

★地場産業の振興、新産業の創出等を所管

○化学、繊維、染色、家具、和雑貨、食品

製造（梅加工業等）等の事業者が排出す

る廃棄物について、適正処理を促進する

ための技術開発支援及びその事業化のた

め必要な支援を行う。

○エコタウン制度等を活用して環境産業の

創出を支援する。

商工労働部

★物品の調達等を所管

○和歌山県グリーン購入推進方針に基づき、

環境に配慮した物品調達を行う。

○所管する県立医科大学における医療廃棄

物の適正処理を推進する。

総務部

★県の基本計画策定、近隣府県等との広域

的な連携に関する業務を所管

○近畿ブロック知事会等の協議の場を通じ、

近隣府県との調整、連携の強化に努め、

廃棄物問題への広域的な対応を推進する。

企画部

県県

廃棄物行政を総合的に推進する役割を担っており、

計画を円滑に推進するため、県内の廃棄物の状況を

把握し、その処理が適正に実施されるよう施策を講

じるとともに、積極的に県内の循環型社会システム

の構築に取り組む。

また、自ら実施する事業に伴い発生する廃棄物につ

いて適正処理を推進する。

■エコタウン事業（計画）
あらゆる廃棄物をゼロにするゼロ・エミッション構想を基本的な考え方と
して、先進的な環境調和型まちづくりの推進を目的に創設された制度。地
方自治体が上記の考えに基づき策定した推進計画（エコタウン計画）が、国
の承認を受けると、そのプランに基づき民間事業者もしくは地方自治体が
実施する中核的な事業に対して支援を受けることができる。
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計画の円滑な推進のためには、関係者がそれぞれの役割を認識し、

一体となって取り組む必要がある。県は、市町村及び関係業界団

体に、市町村は住民及び区域内の事業所に、業界団体は関係事業

者に、それぞれ計画の周知を徹底し、その推進に努める。

県は、県内の廃棄物の実態の把握に努め、定期的に目標値達成状

況を検証、公表し、計画目標の達成に努める。

行政機関、産業界、研究機関が連携し、環境保全に関する情報の

交換、廃棄物処理に関する環境負荷の低減、廃棄物の再生利用等

の新技術の開発を推進し、全国のモデルとなるような廃棄物関連

技術の普及に取り組む。

★農林水産業に関する廃棄物対策を所管

★森林法、農地法等土地の使用制限に関する法令

を所管

★食品リサイクル法（食品残渣の有効利用）を所管

○農林漁業者が排出する廃ビニル、廃木材、廃漁

船・廃ボート、廃漁網、果実くず、廃農薬、廃

農薬袋等について、関係事業者等と連携し、適

正処理を促進する。

○畜産業に係る家畜の糞尿について、畜産排泄物

管理適正化法に基づき、畜産農家に対し適正保

管、適正処理を指導する。

○水産加工場、市場から排出される魚腸骨等の廃

棄物について、安定的な処理が確保できるよう

検討を行う。

○環境保全型農業を推進するため、有機性資源循

環利用推進マスタープランに基づき、有機性資

源のリサイクルを進める。

○食品リサイクル法に基づく食品残渣の減量化・

資源化を促進する。

○農林水産漁業由来の廃棄物のリサイクル、減量

化に関する研究開発を関係者と連携して進める。

○公共工事の実施に当たっては、再生資源の積極

的な使用に努めるとともに、廃棄物の排出を抑

制する。

農林水産部

★土木建築工事の執行及び関連業界の指導

を所管

★都市計画法、建築基準法等廃棄物処理施

設の立地規制に関する法令を所管

★建設リサイクル法（解体工事業の登録、

対象建設工事の届出、分別解体等に関す

る部分）を所管

○資源の有効な利用の促進に関する法律に

基づき、建設残土等の再利用を促進する。

○建設リサイクル法に基づき、事業者に対

し建築物等の分別解体等を指導するとと

もに、建設廃棄物の適正処理体制の構築

に努める。

○公共工事の実施に当たっては、再生資源

の積極的な使用に努めるとともに、廃棄

物の排出を抑制する。

県土整備部

★教育を所管

○ごみの減量化、分別、リサイクルの推進

に関する環境教育、環境保全活動の充実

を図る。

教育委員会

計画の推進について計画の推進について

計画の周知

計画の進行管理

技術開発の推進・普及
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廃棄物処理の概要・将来見込み

廃棄物の分類廃棄物の分類

○家 庭 系 ご み：一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物

○事 業 系 ご み：事業活動に伴って生じた廃棄物

○産 業 廃 棄 物：事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令・政令で定める廃棄物

○特別管理廃棄物：一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に

係る被害を生じるおそれがある性状を有するもので政令で定める一般廃棄物

と産業廃棄物

用語の定義

廃棄物処理の現状

廃棄物とは

○排　出　量：事業所等から排出された産業廃棄物

　　　　　　　市町村等による回収や市町村等へ直接搬入、自家処理された一般廃棄物

○減 量 化 量：事業所等及び産業廃棄物処理業者の中間処理施設で減量化した産業廃棄物

　　　　　　　市町村等の中間処理施設で減量化した一般廃棄物

○再生利用量：事業所等及び産業廃棄物処理業者で再生利用された産業廃棄物

　　　　　　　市町村等及び団体回収により再生利用された一般廃棄物

○最終処分量：事業所等及び廃棄物処理業者、市町村、大阪湾広域臨海環境整備

　　　　　　　センターで埋立処分等された廃棄物

廃棄物の処理

廃　

棄　

物

一
般
廃
棄
物

ご　　　み

家庭系ごみ

廃棄物※

事業系ごみ
特 別 管 理
一般廃棄物

燃え殻など
20 種 類

特 別 管 理
産業廃棄物

し　　　尿

産
業
廃
棄
物

廃棄物の分類

県の廃棄物の概要
（平成12年度）

4,439

※し尿は含まない
注）各項目の下段の数字は廃棄物（ごみ）量

454

5

54

320

76

2,382

1,335

2683,985

一般廃棄物

ごみ排出量 自家処理量

再生利用量

減 量 化 量

最終処分量

再生利用量

減 量 化 量

最終処分量

し　　尿

産業廃棄物 排出量

（単位：ｔ／年）
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■一般廃棄物のブロック別ごみ排出量（平成12年度）

ご
み
排
出
量

（千t／年）

和
歌
山

海
南
・
海
草
・
那
賀

橋
本
広
域

有
田
広
域

御
坊
広
域

田
辺
広
域

新
宮
広
域

200

150

100

50

0

111

68

179

62

13
76

29
8
37

25
4
29

23
2
25

41

23
64

33
10
43

事業系
生活系

■産業廃棄物の地域別ごみ排出量（平成12年度）

産
業
廃
棄
物
排
出
量

（千t／年）

和
歌
地
域

田
辺
・
西
牟
婁
地
域

海
南
・
海
草
地
域

橋
本
・
伊
都
地
域

有
田
地
域

那
賀
地
域

新
宮
・
東
牟
婁
地
域

御
坊
・
日
高
地
域

3000

150

200

100

50

0

2,941

194
158 157 155

138 126 115

■産業廃棄物の種類別排出量

■業種別・種類別の排出量

産業廃棄物排出量
5,000 6,000 7,000（千t／年）

平成５年度

平成８年度

平成12年度

その他

4,0003,0002,0001,0000

1,733 1,874 1,340 1,218 6,165

2,150 1,651 543 532 4,876

1,469 1.169 769 578 3,985
がれき類
鉱さい
汚泥

種　類

合　計 3,985
（100.0％）

合　計

207

農　業 林　業

0

漁　業

15

鉱　業

903

建設業

2,623

製造業

180

電気・
水道業

4

運輸業

36

卸・小売業

0

金融・
保険

0

不動産業

17

サービ
ス業

業　種

燃　　え　　殻 1 0 1

（5.2％） （0％）（0.4％）（22.7％）（65.8％）（4.5％）（0.1％）（0.9％）（0.0％）（0.0％）（0.4％）

2 （0.1％）

汚　　　　　泥 15 76 1,198 174 0 51,469 （36.9％）

廃　　　　　油 0 0 27 0 0 5 1

1

35 （0.9％）

廃　　　　　酸 0 32 133 （0.8％）

廃 ア ル カ リ 0 12 0 113 （0.3％）

廃プラスチック類 1 0 3 19 0 1 11 0 642 （1.0％）

紙　　く　　ず 1 34 （0.1％）

木　　く　　ず 66 2793 （2.3％）

繊　維　く　ず 0 33 （0.1％）

動植物性残さ 2323 （0.6％）

ゴ　ム　く　ず 0 0 00 （0.0％）

金　属　く　ず 0 7 13 1 0 4 0 0 227 （0.7％）

ガラス陶磁器くず 4 49 1 0 0 0 0 155 （1.4％）

鉱　　さ　　い 1,169 01,169 （39.3％）

が　れ　き　類 746 11 3 2 8 0769 （19.3％）

ば　い　じ　ん 34 1 036 （0.9％）

家 畜 ふ ん 尿 206206 （5.2％）

その他産業廃棄物 0 0 0 0 2 45 （0.1％）
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和歌山県の産業廃棄物の処理フローチャート（平成12年度）

和歌山県のごみ処理フローチャート（平成12年度）

発　

生　

量
462 9

排　

出　

量

454
（100％）

団
体
回
収
量 63

資
源
化
量

54
（12％）

再
生
利
用
量

76
（17％）

最
終
処
分
量

449
（99％）

計
画
処
理
量

5
（1％）

自
家
処
理
量

30
（7％）

直
接
再
生

利

用

量

400
（88％）

中
間
処
理
量

80
（18％）

処
理
後
残
さ
量

320
（70％）

減
量
化
量

24
（5％）

処　

理　

後

再
生
利
用
量

56
（12％）

処　

理　

後

最
終
処
分
量

19
（4％）

直
接
最
終

処

分

量

（　）内は排出量に対する割合　（単位：千t/年）

和歌山県のごみ処理フローチャート（平成12年度）

和歌山県の産業廃棄物の処理フローチャート（平成12年度）

発　

生　

量
4,545 560

排　

出　

量

3,985
（100％）

有
償
物
量

2,942

資
源
化
量

2,382
（60％）

再
生
利
用
量

268
（7％）

最
終
処
分
量

215
（5％）

直
接
再
生

利

用

量

3,608
（91％）

中
間
処
理
量

2,273
（57％）

処
理
後
残
さ
量

1,335
（33％）

減
量
化
量

2,167
（54％）

処　

理　

後

再
生
利
用
量

106
（3％）

処　

理　

後

最
終
処
分
量

162
（4％）

直
接
最
終

処

分

量

（　）内は排出量に対する割合　（単位：千t/年）
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一般廃棄物の中間処理状況（平成12年度）一般廃棄物の中間処理状況（平成12年度）

（単位：千t/年）

計画処理量
449（100％）

混合ごみ
113（25.2％）

可燃ごみ
177（39.4％）

不燃ごみ
15（3.4％）

粗大ごみ
13（2.9％）

資源ごみ
38（8.5％）

その他
4（0.9％）

直接搬入ごみ
88（19.6％）

直接埋立
19（4.3％）

最終処分場
76（16.8％）

直接焼却
345（76.7％）

焼却施設
367（81.7％）

粗大ごみ
処理施設
30（6.7％）

48（10.7％） 23
（10.0％）

8（1.8％）

24
（5.3％）

資源化施設
20（4.4％）

ごみ燃料
化施設
1（0.2％）

その他の
施　設
4（1.0％）

直接資源化
30（6.6％）

再生利用
54（12.0％）

排出量（3,985）

自社中間処理
（2,667）

県内委託処理量
（894）

大阪湾フェニックス
委託処分量
（118）

県内最終処分
（24）

最終処分
（43）

（42）

（1）

（0）

県内最終処分対象量
（24）

和歌山県内最終処分量
（32）

大阪湾フェニックス委託処分量
（119）

県外最終処分量
（117）

県内中間処理
（870）

資源化
されないもの

（72）

資源化
されるもの
（798）

自社最終処分
（7）

減量化量
（1,236）

再生利用量
（1,548）

減量化量
（48）

再生利用量
（779）

県外委託処理量
（181）

県外最終処分
（58）

最終処分
（17）

県外業者最終処分対象量
（117）

県外中間処理
（123）

資源化
されないもの

（53）

資源化
されるもの

減量化量

再生利用量

（70）

（51）

（55）
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■一般廃棄物の排出量と処理量の将来見込み

500
（千t／年）

平成12年度 平成22年度平成17年度

400

200

300

100

0
76

320

54
5

454

81

325

68
5
479

75

331

80

5
490

自家処理量
再生利用量
減量化量
最終処分量

■産業廃棄物の排出量と処理量の将来見込み

5,000
（千t／年）

平成12年度

産
業
廃
棄
物
量

平成22年度平成17年度

4,000

2,000

3,000

1,000

4,500

3,500

1,500

2,500

500

0 268

1,335

2,382

3,985

263

1,347

2,369

3,979

261

1,353

2,354

3,969

再生利用量
減量化量
最終処分量

・将来予測は、市町村等から収集した将来計画値を基に算出した。

・排出量は、今後、増加と見込まれる。

・再生利用及び減量化量が微増、最終処分量はほぼ横ばいと見込まれる。

廃棄物の将来見込みと目標値の概念

国の方針概略（参考）

 一般廃棄物

・将来予測は各業種ごとに過去からの経済指標のトレンドから将来を予測し、排出量を

求め、将来も現状の処理率と同じと仮定し処理量を算出した。

・排出量は、今後、横ばいで推移すると見込まれる。

・再生利用量、最終処分量、減量化量ともほぼ横ばいと見込まれる。

産業廃棄物

排　出　量：平成22年度値を平成９年度値の７％削減する。

再生利用率：平成22年度値（24%）を平成９年度値（11%）より13

ポイント増加させる。

最終処分量：平成22年度値を平成９年度値の47％削減する。

 一般廃棄物

排　出　量：平成22年度値を平成９年度値の12％増に抑える。

再生利用率：平成22年度値（47%）を平成９年度値（41%）より６

ポイント増加させる。

最終処分量：平成22年度値を平成９年度値の55％削減する。

産業廃棄物
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廃棄物リサイクル関係法体系

一般的な仕組みの確立

グリーン購入法　【国等が率先して再生品などの調達を推進】

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）

廃棄物の適正処理

廃棄物処理法

リサイクルの推進

一般的な仕組みの確立

個別物品の特性に応じた規制

グリーン購入法　【国等が率先して再生品などの調達を推進】

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環 境 負 荷 の 低 減

■基本原則　■国、地方公共団体、事業者、国民の責務　■国の施策

循環型社会形成推進基本計画：国の他の計画の基本

■容器包装の市町村によ
る収集
■容器包装の製造・利用
業者による再資源化

■消費者がリサイクル料
金を負担
■廃家電を小売店が消費
者より引取
■製造業者等による再商
品化

工事の受注者が
■建築物の分別解体
■建設廃材等の再資源化

食品の製造・加工・販売
業者が食品廃棄物の再資
源化

■ユーザーがリサイクル
料金を預託
■引取業者が引取、関係
業者によるフロンの回
収、解体、破砕
■製造業者等によるエア
バッグ、シュレッダー
ダストの再資源化、フ
ロンの破壊

ビン、ペットボトル、紙
製・プラスチック製容器
包装等

エアコン、冷蔵庫、テレ
ビ、洗濯機

木材、コンクリート、ア
スファルト

食品残さ 自動車

１．廃棄物の発生抑制

２．廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）

３．廃棄物処理施設の設置規制

４．廃棄物処理業者に対する規制

５．廃棄物処理基準の設定　等

資源有効利用促進法

１．再生資源のリサイクル

２．リサイクル容易な構造・材質等の工夫

３．分別回収のための表示

４．副産物の有効利用の促進
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